
Ⅰ．社会福祉法人（福祉施設）の災害対応

1.入所者の安全確保、ケアの継続
「社会福祉施設地震防災マニュアル」（平成８年11月） →「概要」資料１「社会福祉施設地震防災マニュアル」（平成８年11月） →「概要」資料１

「福祉施設経営における事業継続計画ガイドライン(地震対策編)」（平成
21年３月）

2.要援護者の受け入れ

入所者増あるいは職員確保困難に対応するため職員の派遣要請（県が
県内 あるいは県外に要請 国も協力要請）県内、あるいは県外に要請。国も協力要請）

3.居宅サービス利用者の安否確認⇒必要な場合、避難支援

利用者増あるいは職員確保困難に対応するため職員の派遣要請（県が利用者増あるいは職員確保困難に対応するため職員の派遣要請（県が
県内、あるいは県外に要請。国も協力要請）

4.「福祉避難所」の開設
近年は、自治体の事前指定により実施する例が増えている。

以前はデイサービスセンター等を利用する例があったが、デイサービス
センタ のサ ビス実施に支障を来たすため他の施設を使用することをセンターのサービス実施に支障を来たすため他の施設を使用することを
定める場合が多い。



5. 「地域の救援活動の拠点」としての取り組み
施設の食堂 会議室の開放施設の食堂、会議室の開放。

一般避難所への場の提供。



Ⅱ．民生委員・児童委員の取り組み

「災害時一人も見逃さない運動」 →資料２

要援護者台帳の整備（要援護者の状況やニーズの把握）要援護者台帳の整備（要援護者の状況やニ ズの把握）

災害福祉マップの作成

※定期的な更新作業

自然災害についての学習

関係機関 団体と 連絡体制 情報交換関係機関・団体との連絡体制、情報交換

防災避難訓練への参画・協力防災避難訓練 の参画 協力



Ⅲ．市区町村社会福祉協議会および社協ネット
ワークの災害対応ワ クの災害対応

1.市区町村段階の災害ボランティアセンターの運営
–市区町村社協による設置運営–市区町村社協による設置運営

被災地の基本センターは社協が各種団体（災害NPO、自治会・町内会、福祉団
体、JC等）と協働して設置運営するかたちがほぼ定着

災害ボ セ タ を外部から支える仕組–災害ボランティアセンターを外部から支える仕組み

①当該都道府県社協職員

②当該都道府県内市町村社協職員②当該都道府県内市町村社協職員

③（災害規模に応じて）当該ブロック内社協（都道府県・市区町村社協）職員

④（災害規模に応じて）他ブロック社協（都道府県・市区町村社協）職員

⑤全国社会福祉協議会⑤全国社会福祉協議会

⑥災害ボランティア活動支援プロジェクト会議 →資料３

NPO,共同募金会、社協、企業、経団連等の参加を得て、災害ボランティアセンター
をヒト モノ カネの面からサポ トをヒト、モノ、カネの面からサポート



（準備）

災害ボ セ タ 運営支援者研修会・災害ボランティアセンター運営支援者研修会
中核的に災害ボランティアセンター（もしくはそれに準ずる現地の支援拠点）の運営や協働体
制づくり、連絡調整、プログラム開発や、復興プロセスまでのアドバイスなどができるスタッフ（
運営支援者）の養成 （NPO組織 社協等から参加）の養成運営支援者）の養成 （NPO組織、社協等から参加）の養成

• ブロック協定書、全国の対応指針 →資料４

災害ボランティアの活動内容（例）
–家屋の片付け、ごみだし、清掃、

–避難所支援

–炊き出し

訪問によるニ ズ聞き取り–訪問によるニーズ聞き取り

–心のケア、話し相手、お茶会や散歩・足湯などのリラクゼーション活動

–子どもの遊び相手子どもの遊び相手

–入浴支援

–支援物資仕分け・配布

等々



2.市区町村社協の実施しているサービス・活動の利用者の安否
確認⇒必要な場合、避難支援
–介護保険サービス、障害者福祉サービス等利用者（他事業所も同様）

–見守り・支援活動の対象者（民生委員・児童委員、地区社協、自治会・
町内会と協働して）

(準備）(準備）

・災害時要援護者避難支援計画の策定⇒避難訓練

– 内閣府のガイドラインに沿うとともに、以前から取り組んでいる見守り・支援活動
と重ねて 実施（相乗効果）と重ねて、実施（相乗効果）

→事例 資料５

3.他事業所、自治体との連携
– 漏れを起こさない。

効率的な安否確認活動– 効率的な安否確認活動。

– 新たな要援護者への対応



4.福祉避難所の開設
※福祉施設と同様

5.一般避難所の開設

近年は、ボランティアセンターや福祉避難所を機能させるため開設しな
いこととしている事例が多いいこととしている事例が多い。

6 （共同募金）ボランティア活動資金の確保6.（共同募金）ボランティア活動資金の確保
ボランティア活動の支援のための「準備金制度」が平成12年改正で実現

共同募金は県単位だが この準備金については他県への拠出が可能と共同募金は県単位だが、この準備金については他県への拠出が可能と
なっている。

7.復興活動
–生活支援相談員の配置による被災者支援（中越、中越沖、平成21年防府市社
協等…社協以外の配置もあり）協等…社協以外の配置もあり）

–通常の地域福祉活動の中で



新潟県中越沖地震対応
初動期

（７月16日）新潟県社協：新潟県災害救援ボランティア本部設置、柏崎市社協：柏崎市災害ボラン
ティアセンター設置

（７月17日）刈羽村社協：刈羽村災害ボランティアセンター設置

（７月18日）出雲崎町社協：出雲崎町災害ボランティアセンター設置

（７月20日）柏崎市社協西山支所：柏崎市災害ボランティアセンター西山設置（ 月 日）柏崎市社協西山支所 柏崎市災害ボランティアセンタ 西山設置

支援活動の概況

１．ボランティア活動の状況

＊延べ参加人数 （07 10 02現在の合計）＊延べ参加人数 （07.10.02現在の合計）

①柏崎市災害VC 18,473人
②柏崎市災害VC 西山支所 1,964人
③刈羽村災害VC 6 034人③刈羽村災害VC 6,034人
④出雲崎町災害VC 194人
２．社協ネットワークおよび支援プロジェクトによる支援

• 新潟県社協からの支援（延べ320人）• 新潟県社協からの支援（延べ320人）

• 県内市町村社協（延べ2070人）

• 関東ブロック社協（延べ678人）

他ブロ クの社協（５日間のみ19名）• 他ブロックの社協（５日間のみ19名）

• 全社協



３．支援プロジェクトによる支援

ザ•アドバイザー派遣（延べ31名）

•各災害VCの備品・設備（コピー機、印刷機、机、椅子、大量の事務用品、車両、カメラ、携帯電話
など）等について、日本経団連１％クラブを通じて、貸与あるいは寄贈

寄付金 3 755万円•寄付金 3,755万円

４．民生委員・児童委員の活動

（災害時要援護者登録、それを町内会、コミュニティセンター（コミュニティ協議会）と共有をすすめて
いる最中に発災）いる最中に発災）

•民生委員・児童委員が担当地区の安否確認の実施（コミュニティセンター、町内会と連携）。

•各地から派遣された保健師との同行訪問を実施

５ 要援護者支援•５．要援護者支援

＊避難所へのヘルパー派遣

•（全国ホームヘルパー協議会）福祉避難所、一般避難所に派遣（延べ34人）

共 募金会 動き５．共同募金会の動き

＊義援金の募集

＊共同募金準備金の積極活用の推進

•関東ブロック各都県共同募金会からの準備金を拠出（１億円）

６．ボランティアなどの安全対策

＊倒壊の危険性がある家屋などからのボランティア活動依頼への対応⇒専門家によるチェック

７．復興期の対応

＊生活支援相談員の配置



Ⅳ．課題
1. ボランティア活動の自発性・主体性と自治体の責任

自治体からの「指示」ではない。ただし、調整は必要。
（市町村社協が調整役を果たす必要）（市町村社協が調整役を果たす必要）
被災者との関係も「支援しなければならない」という関係ではない。
（実際には期待は大きい）
基盤整備は自治体の責任基盤整備は自治体の責任

2. 地域の要援護者避難支援計画づくりは地域間格差あり
3. 福祉避難所の設置準備は十分？3. 福祉避難所の設置準備は十分？
4. 在宅の潜在ニーズへの対応

要介護のみならず、孤独、生活リズムの乱れ⇒生活支援ニーズ

5 まだ 対応が不十分な ズ5. まだ、対応が不十分なニーズ ※いずれも取り組みは始まっているが…
在住外国人
障害者（コミュニケーションが難しい人、医療対応が必要な場合等々）
移動サービス
一般避難所の生活環境、生活支援

6 東海 東南海など大規模災害への対応6. 東海、東南海など大規模災害への対応



【資料１】 
「社会福祉施設地震防災マニュアル」（平成 8 年 11 月）の概要 

 
（１）福祉施設における体制整備の基本的考え方 
①利用者の安全確保のための取り組みを行う 
災害時の利用者の安全確保のために、設備の整備、避難訓練などの一層の充

実、連絡体制の整備を推進する。 
②緊急受け入れ体制の整備を行う 
災害による新たな要援護者の緊急受け入れを行うため、体制整備を行う。 

③地域住民との相互協力関係を深める 
災害時に地域住民の一員として、福祉施設や地域の救援活動を行う。また、

地域住民の協力により在宅の要援護者の調査や緊急受け入れを的確に行うた

め、日頃より地域との相互協力関係を深めておく 
④福祉施設相互の連携をすすめる 
近隣の施設相互の連携をすすめるため、連絡体制の整備を推進する。 

 
（２）福祉施設での具体的取り組み 
①立地条件の確認を行う 
市町村、消防署などと連絡をとり、施設が立地している地盤、延焼の有無、

津波の影響などについて事前に調査把握し、適切な対応を行う。 
②建物の耐震化をすすめる 
市町村や都道府県と協議し、建物に対する専門家の耐震診断を受け、耐震性

が十分ではない場合には、補強や改築を実施する。 
③内装、設備、備品の安全対策をすすめる 
内装、設備、備品について、災害時に倒壊、破壊、飛散が起こらないよう、

事前に十分な安全対策を立てる。特に、消火器具、警報器、避難用具などの

点検及び電気器具、石油その他の危険物の適切な管理を行う。 
④食糧・資器材の備蓄を行う 
利用者のサービスの継続に加え、災害発生後は、一般避難所または要援護者

の専門的な福祉避難所の役割を果たす必要があるため、市町村と協議のうえ、

必要な食糧・資器材を備蓄する。 
⑤防災訓練・防災教育を行う 
施設の職員及び利用者に対し、被災を具体的に想定した避難訓練を実施し、

体得させる。また、防災教育を行い災害対策に関する正しい知識を会得させ

る。 
⑥自主防災組織を編成する 



個々の施設の実情に応じた防災対策を、迅速かつ的確に実施するため、指揮

機能を有する組織を設置し､組織の構成、役割分担を定めておく。 
⑦地震防災応急計画を作成する 
情報伝達網、自主防災組織、施設設備の点検、利用者の安全指導、教育訓練

などを織り込んだ地震防災応急計画を定めておく。 
⑧災害対策マニュアルを作成し点検を行う 
地震防災応急計画にあわせ、施設の災害対策マニュアルを作成する。その際、

在宅の要援護者への支援について近隣施設との相互協力体制、社会福祉関係

機関や団体との連携や役割分担なども織り込んだマニュアルを作成する。あ

わせて、マニュアルを実行するために必要な組織の事業に点検を行い、マニ

ュアルの実行性を確認しておく。 
⑨近隣施設との相互協力関係を確立する。 
近隣の施設と、災害援助協定などを締結することにより、地域を範囲とした

施設相互の協力関係を確立する。 
⑩地域住民や福祉団体との相互協力関係を深める 
災害時は、近隣との助け合いが重要であり、施設は日頃から地域住民との関

係を良好に保ち、相互協力関係を深めておく。また、在宅の要援護者の救援

活動が適切に実施されるように、日頃から福祉団体等との協力関係を推進し、

災害時に共同した救援活動を実施する体制を整備しておく。 
⑪行政や市区町村社協等が作成する災害対策マニュアルの策定に参画する。 
行政や市区町村社協等が作成する災害対策マニュアルに、地域の福祉の専門

機関として参画し、協力体制を確立する。 

 



【資料３】 
「災害ボランティア活動支援プロジェクト会議」とは？ 

 
支援プロジェクト会議委員構成団体 
三井住友海上火災保険㈱、中越復興市民会議、㈱損害保険ジャパン、㈱日本

航空、日本経団連１％クラブ、レスキューストックヤード、JPCom、シャン

ティ国際ボランティア会（SVA）、日本 NPO センター、㈲コラボねっと、宮

城県社会福祉協議会、高知県社会福祉協議会、全国社会福祉協議会、神奈川

県共同募金会、福井県共同募金会、中央共同募金会 
 事務局： 社会福祉法人中央共同募金会 

支援活動内容 
（１）もの 

①現地災害ボランティアセンター等の備品等の支援 
・日本経団連１％クラブとの連携により、現地災害ボランティアセンターの

備品や車両、通信機器などについて、企業の協力を得て、貸与あるいは寄

付を行う（調整を支援Ｐが行い、現地の負担を減らす） 
②被災者品へのお見舞い（うるうるパック）の提供 
・日本経団連と１％クラブ会員企業への協力要請を通じて寄せられた物資を

パック化し、現地に提供。各市町（社協）災害ボランティアセンター等を

通じて、被災者への生活支援の一助として提供 
（２）ひと 
・現地災害ボランティアセンターや社協の支援のためにアドバイスができるメ

ンバーを派遣（派遣者は、支援プロジェクト、全社協共催の災害ボランティ

アのアドバイザー研修修了者など）⇒顔の見える関係 
（３）おかね 
①共同募金「災害準備金制度」の活用アドバイスなど 
②災害ボランティア活動資金の受け入れ 
 日本経団連と１％クラブが会員企業に対しよびかける、救援物資の運搬・

調整費、中長期的な被災地主体の復興プロジェクト、ボランティア支援に関

する経費等への助成について、企業からの寄付や社員募金の受け入れを実施 
（４）情報発信 
 災害支援活動中は、関係者によるメーリングリストを立上げ、地元、派遣コ

ーディネーター、構成団体間で情報の共有 
 HP による情報提供 



【資料４】 

災害救援活動応援体制の提案 

 

全国社会福祉協議会・地域福祉推進委員会 

 

 阪神・淡路大震災以降、ボランティアによる災害救援活動が活発化している。その活動

の条件整備、支援を行う組織としての社会福祉協議会への評価も高まっているが、とくに

社協のネットワークの有効性に対する関係者の評価が定着してきている。 

 この社協のネットワークによる活動をよりスムーズ、確実に行うために、本提案を行う

ものである。もとより、この種の活動は、地元社協の判断、他の社協の自主性に基づくも

のであるが、とくに平成 15・16 年度の災害救援活動の経験を踏まえ、各都道府県・指定都

市社協に提案するものである。 

 

Ⅰ.応援体制整備の基本手順 

 

1. 災害の発生 

 

2. 被害状況の把握 

下記のそれぞれの社協が状況の把握を行い、情報交換を行う。 

 地元市区町村社会福祉協議会 

 地元都道府県・指定都市社会福祉協議会 

※職員を派遣して状況把握に努める。 

 ブロック幹事都道府県・指定都市社会福祉協議会 

 隣県・近県（指定都市）の社会福祉協議会 

 全国社会福祉協議会 

 

3. 災害救援活動の展開の判断 

（災害救援ボランティアセンター設立の要不要の判断を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

社協のみでなく NPO、ボランティア活動推進組織と協働するプラットフォームとするこ

とが重要。地元で編成し、県外社協・団体は応援するかたちとするのが基本。 

地元は災害救援活動の要請を行うことを躊躇する傾向があるので、当該市区町村社協に

対しては都道府県・指定都市社協が、当該都道府県・指定都市社協には、他県社協およ

び全社協が「後押し」を行う必要がある場合がある。 



地元市区町村社会福祉協議会、地元都道府県・指定都市社会福祉協議会、地元の NPO、

ボランティア活動推進組織等関係団体により、市区町村災害救援ボランティアセンター

ならびに都道府県・指定都市災害救援ボランティア活動本部の設置を含む、災害救援活

動の展開について判断を行う。 

オブザーバーとして、地元市町村、都道府県・指定都市、隣県（指定都市）・近県の

社会福祉協議会（ブロック幹事県社協・全社協と調整の上、職員派遣、災害救助法適用

または適用見込み段階で職員派遣、旅費は地域福祉推進委員会福祉救援活動資金援助制

度基金から負担）および全国社会福祉協議会（災害救助法適用または適用見込み段階で

職員派遣、旅費は全社協負担）、全国段階等の NPO、ボランティア活動推進組織等関係

団体が加わり、側面から助言を行う。 

 

 

 

 

 

4. 災害救援ボランティアセンター、都道府県・指定都市災害救援ボランティア活動本部の

設立 

メンバーは、社協のみならず、関係団体、ＮＰＯ等、必要に応じ、自治体により構成

する。 

 

5. コーディネート等を担当する職員派遣 

状況に応じ、下記の社協に職員派遣を要請する。 

 県内市区町村社協 

 ブロック内の都道府県・指定都市社協および市区町村社協 

※ブロック内の都道府県・指定都市社協で調整 

 その他の地域の都道府県・指定都市社協、市区町村社協 

※各社協の判断による  

この派遣にあたっては、全国段階のＮＰＯとも調整し、それぞれのコーディネーターの

分担、連携をはかる。この調整機能については、今後関係団体と協議し確立をはかる。 

 

 

 

 

 

 

 

隣県・近県社協（１～数名）および全社協からはできるだけ速やかに職員を派遣し、地

元の支援および県外からの応援体制の必要性の判断等を行う。 

業務等の関係で派遣が難しい場合はいずれかからの派遣とする。 

災害救援活動の経験のある職員を中心に初期に必要な数を派遣するとともに、徐々に地

元（県→市町村）のみの体制に移行できるようすすめる。 

一定の研修を受けたコーディネーターを認定された個所に派遣する場合には、その旅費

について、共同募金等の財源を充てることを早急に検討し、実行をはかる。 

その他の職員の旅費は各社協の負担とする。 

原則的に地元都道府県・指定都市社協の要請に基づいて行うものとするが、大規模災害

の場合は、全社協からのみの要請も行うものとする。 



6. 救援活動への参加の呼びかけ対象 

状況に応じ、下記の範囲に救援活動への参加を呼びかける。当該都道府県・指定都市

社協は広報や参加者の組織化を行う。 

 県内 

 隣県 

 近県 

 全国 

 

7.  要援護者支援活動の実施 

災害時は、地元の福祉サービスの実施体制が不十分になることから、サービス実施体

制の応援も災害救援ボランティアセンターの活動としてすすめる。 

近県の社協等からの専門職の派遣協力を呼びかけ、在宅および避難所の要援護者の安

否確認、必要なケアを応援する。 

 

8. 活動の終息 

センター・本部の設立を検討したメンバーにより、センター・本部の廃止を検討する。 

他県からの職員派遣については、活動状況を常に把握し、減、停止の判断を的確に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

9. 活動資金調達 

(1) 地元 

① 公費 

② 共同募金 

③ 民間財源 

④ 活動支援募金募集     等 

(2) 近県 

① 関係者等による募金    等 

(3) 全国 

① 地域福祉推進委員会福祉救援活動資金援助制度基金（支給額 50～500 万円） 

② 民間財源（助成団体等との調整） 

③ 国庫補助（厚生労働省との調整）  

活動の終息は、関係者間で判断のズレが生ずることから、災害救援センターの解散等

は慎重に判断を行う必要がある。とくに大規模災害の場合には、「災害救援」は終わって

も、「生活支援」が継続することがあり、活動形態や方法、他県からの職員派遣等につい

ては変更や名称変更（たとえば「被災者生活支援センター」）はあっても、センターとし

ての対応が求められることが多い。 

 



(4) その他 

Ⅱ.基盤整備 

 

【都道府県・指定都市段階】 

上記の活動を行うための基盤整備を都道府県・指定都市内の市区町村社協およびブロック

内の都道府県・指定都市社協間で行う。 

都道府県・指定都市内の関係者にも社協の取り組み体制を伝えるとともに、基本的なすす

め方を確認するなどの調整を行う。 

 

【全国段階】 

①活動費について、共同募金を中心に財源調達の調整をはかる。 

②全国段階の調整機能の確立をはかる。 

③ＮＰＯ団体等と協働し、災害救援ボランティア活動支援のマニュアルを作成する。 

④防災、災害救援ネットワークの構築の検討・提案を行う。 

 

 

（平成 17 年７月） 

 













自主防災組織からコミュニティを再編
【資料5】

■「J31れ あいのまちづくり事業」から災害時の取り組みヘ

徳島県美馬市は、市内のほぼ中央を、東西に
｀
四国二郎、の異名で知られる吉

野川が悠然と流れ、北側は阿讃山脈、南側は剣山山系の山々が等えている。阿讃

山脈の山の向うはもう香川県だ。

こうした地形にある美馬市は、平成17年 3月 、旧美馬郡内の脇町、美馬町、穴

吹町、小屋平村が合併して誕生した。平成19年 11月 現在の人口は3万4176人、高

齢化率は29.2%と 高い。

美馬市社協の事務所は、旧脇町役場 (現脇町庁舎)と 床続きの正面右側にある。

玄関には、
｀
美馬市社会福祉協議会、の看板のほか、

｀
脇町ホームヘルパーステー

ション (ケ アプランセンター)、 ふ`れあい福祉総合相談センター、の看板が所狭

しと立掛けられている。

その美馬市社協の行っている事業は、看板が示しているとおりの介護保険事業

や総合相談事業のほか、デイサービス事業、ボランティアセンターの設置運営、

生きがい活動支援通所事業など10を超える受託事業、ふれあい。いきいきサロン、

小地域ネットワーク事業など多岐にわたる。

とくにふれあい 。いきいきサロンや小地域ネットワーク事業は、平成 8～ 12年

度の5年間にわたって、旧脇町社協が実施した「お、れあいのまちづくり事業」(通

称 ふ`れまち、、国庫補助事業)の流れを汲んでいる。

美馬市社協の地域福祉課長をしている佐和良佳さんは、もともと旧脇町社協の

ワーカーだったが、当時を振り返り、「 ふヾれまち、の5年の指定期間終了を間近

にして、何かちがった切り日から別の事業をしよう。そうしないとこれまでの取

り組みがとぎれてしまうと思った」と語る。

その頃佐和さんは、マスコミなどで、しばしば東南海・南海地震の発生を予知

する情報が流れているのを耳にするようになった。また、県社協の研修で災害図

上訓練 (DIG)と いう防災マップづくりの手法を知る機会を得たことも重なった。

ちなみに、あまり聞きなれない「災害図上訓練 (DIG)」 について、ここで少

し解説しておこう。DIGと は、Disaster(災害)、 Imagination(想像力)、 Game

(ゲーム)の頭文字を取って名づけられた「災害図上訓練」の意である。脇町社
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協の実際の手法を当てはめてみると、以下のようになる。まず、当該地域の詳細

地図に自治会長や協力貝、要援護者、ボランティア、医師、看護師などのマンパ

ワーの家を色別のシールでマーキングしていく。次に防火水槽や消火栓、消火

ホース、公衆電話、井戸、病院の位置などを色別のマジックやシールで再びマー

キングする。さらに広域避難所や一時避難所、避難経路、車両通行不可道路、河

川、危険箇所なども記していく。こうして作った防災マップには必ず色別ごとの

凡例を記入しておく。一言で言えば、大きな地図を参加者で囲み、災害対策本部

のイメージトレーエングをするというものだ。

この手法は、二重県在住の災害ボランティアと三重県の防災行政の担当者、自

衛隊のノウハウを知る防災研究者が出会ったことによって生まれたものとのこと

である。

この手法を知った佐和さんは思った。「これは使える。防災体制を地域でつく

ることで、小地域ネットワーク事業につなげられないだろうか。命にかかわる、

地域のつながりが必要だ…」

そういう思いから、平成14年度に立ち上げたのが、旧脇町社協の「災害時要配

慮者対策に伴う自主防災組織立ち上げ事業」である。

■関係機関の協力を得て

社協がまず取り組んだのは、関係機関、組織のネットワークづくりだった。行

政、警察署、消防本部、消防団、民生委員、福祉委員、ボランティア、そして社

協である。なかでも、この事業の成功の鍵は、消防本部との連携だった。

消防の協力が得られるのは珍しいことだ。はじめは、「なぜ社協が災害射策に

取り組むのか。これは本来、消防の仕事だ」となかなか理解されなかったとい

う。しかし、社協ワーカーは諦めることなく、辛抱強く説明した。

「災害時に備えた取り組みが、日常の見守りにつながる。私たちがめざすもの

は、そのネットワークづくりです」

ワーカーの思いが消防の担当者に伝わると、あとはスムーズにことが運んだ。

今では、消防狽1か ら、「災害図上訓練は、頭で考えるのだから、災害
｀
頭上訓練、

と書くべき」と提案されるほどだ。

一方、警察もこの事業の情報を知っていて、「何かしなければ…」と考えてい
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3,「小地域ネットワーク活動」

るようだった。防災月間と重なったこともあり、「災害ボランティアをつくるの

はどうだろうか」という提案があったが、社協ワーカーは「いきなり災害ボラン

ティアをつくっても、機能しないと思う。まずは自分たちの地域を自分たちで支

えあうことが大切」と話した。「それでは、まず防災訓練をしましょう」という

ことになり、協力を約束してくれた。

並行して、この事業のモデル地区の指定も行った。春日地区、落久保地区、突

抜地区の3か所である。最初に取り組んだのは、春日地区だった。

春日地区には、脇町民生委員児童委員協議会の会長がいた。この地区の中心人

物だった。平成14年度早々の4月 のこと、会長に打診すると、「それはいいこと

だ」とすぐにモデル地区指定を快諾してもらった。ついでに協力貝10名の選出も

お願いした。

社協では、当該地区の状況やマンパワーを十分に把握していなかったこともあ

り、できるだけモデル地区の組織づくりや会合の日取りは地元の民生委員などに

お任せした。住民の自発性を重んじたからだ。

協力員の選出がすすみ、 1回 目の会合の日程も7月 29日 に決まった。

■防災マップをつくる

会合の段取りは社協が音頭を取った。

まず防災のビデオを上映する。ビデオで災害への臨場感を持ってもらったとこ

ろで、DIG(防災マップづくり)に入った。うまくいくか、参加者にやる気を出

してもらえるか、社協ワーカーは期待と不安感で緊張した。

「まず、みんなで自分の住んでいる春日地区をマジックで囲んでください」

ワーカーがそう声をかけると、色めきだった参加者が手に手にマジックを持って

境界線をなぞりはじめた。「あれれ、どこまでだっけ P」 自分の住む春日地区が

どこまでなのか、首をひねる赤加者も結構いた。笑いが起こった。

地区の境界の囲みができると、今度はマンパワーの家のチェック、要援護者の

チェックとすすんだ。要援護者は行政が把握している人をチェックするのではな

く、参加者が参加者の日で、あの人、この人とチェックしていった。

制服を着た消防士にも輪の中に入ってもらった。これもワーカーには1つ のね

らいがあった。社協ワーカーではなく、制服を着た消防士が話し出すと、みんな
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かしこまって聞き入る。参加者の顔が本気になった。

「防災訓練をしたらどうだろう」年配の参加者から知恵が出てくる。任される
ことで、「自分たちでこんなこと、ゃってもいいんだ」とぃぅ当事者意識も生ま
れてきた。責任感も芽生えた。

約 1時間かけて、みんなでつくった防災マップが出来上がった。みんなの顔は
達成感で満たされた。

社協ワーカーも、「みんなのこの意識はきっと今後の活動に生きてくるはずだ」
と確信めいたものを感じていた。

その後も会合は2回、 3回 と重ねられ、作成した防災マップの修正、自主防災
組織の消火班や救護班などの役割分担編成、規約の検討、防災訓練の企画、応急
手当の仕方などが、消防、警察の指導や、社協の支援のもとにすすめられた。
実際の自主防災訓練も春日地区の住民総勢140名が参加して行われた。
こうしたモデル地区の取り組みは、隣接した地区にもいい影響を与えた。春日

地区が防災マップづくり、白主防災組織づくり、自主防災訓練を次々と成功させ
ていくなかで、社協ワーカーは、「今度はふれあい 。ぃきぃきサロンをはじめて
みてはどうか」と持ちかけた。しかし、春日地区が使う集会所は、隣接する2つ
の地区と共有のものだった。そこで、その2地区も巻き込んで、 ふ`れあい 。ぃ
きいきサロン、を立ち上げた。地域の中で介護予防事業や阿波踊 り体操などのレ
クリェーションをしながら、無理なく、楽しく時間を過ごす憩いの場である。こ
のふれあい 。ぃきぃきサロンが軌道にのると、今度は「春日地区がやってぃるの
だから、自分たちも」と、隣接する2地区が自主防災組織を立ち上げた。 1っの
取り組みが、次の活動につながってぃく。

その後、春日地区、拝東南地区、拝東北地区の各自治会は平成16年、拝東白主
防災会を結成し、それらを母体として、平成17年 に総務省補助事業「地域安全安
心ステーション」モデル事業をスター トさせた。

このモデル事業は、「地域の安全と安心を確保するために地域住民が自主的に
パ トロール活動を行うこと」「地域安全情報の集約や発信を行うこと」「地域の安
全と安ンとヽを確保するための様々な自主的活動に、地域住民の参加と協力を求める
活動を行うこと」がぁげられ、ステーションはその拠点となることが求められて
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ヤヽる 。

坪束自主防災会では、従来の自主防災活動に加え、このモデル事業を取り人れ

た防犯活動にも関係団体とi工

'サ

Sを 図りながらすすめたのである。(年情〕100万 円の

助成金が出された)

■「防災」がつないだネットワーク

舎俳後、市から、2年以内に白主防災赳織の組織率を100%にするように言わ

れた。しかし、この取り組みはただ組織を立ち上げればよいというもf/Dで はな

い。防災マップは社協にとって1つ の鮒准である。そこで、社協ワーカーは助役

に説明し、白主防災刹.織の条件として、名紳の提出だけではなく、防災マップの

作成と防災訓練を少なくとも1回 は実施することを決めた。

それからは土日も休みなく、地域をとぴまわり、災害図上訓綽や白主防災瑠1繊

について語をした。川pη からは「物好きでなければできないね…|と 言オ)れたが、

こうした取り組みの中で、今では、市内のほとんどの地区で、防挺マップづくり

もすすみ、白主防災れL識紺成を成し逃げるに帝二っている。現在 (平成19年 ll月 )

時点で、市内の全白治会数337の うち、30Sの 白治会で紺成されている (91`4%)。

もなみに自主防災組紬の結成数は227組織であるが、これは観独白治会で1つの

組織を結成しているところがあるためである。あくまで挫宇にこだわるわけでは

ないが、やはり目指すは自上防災組織率100%な のだそうだ。(表 1参ЛR)

しかも、この自主防災組織づくりの流れのなかで、小地域桶祉苦動も着実に浸

避してきており、現在日寺点での小地城ネットワータ事業は109か所、ふれあい。

いきいきサロン115か所にまでf/Dはつている。(平成19年 ll月 時点)ち なみに、こ

れらの活動財源は、介護保険事業の嬰介護認定からはずれた人を鮒象に究施して

いる介継予防事業の―
rr算や社協会費、共同募命配分命などでまかなわれている。

「おられあいのまちづくり事業Jの指定を受けているときは、何度話を神ちかけ

ても、 お`、れあい。いきいきサロントができなかった地域で、今では、白主防災

組織が立ち上がり、それをきvpかけとして、 お`hれあい 'い きいきサロン、が運

廿されるようになっている。

佐干Hさ んは、その理由tと ついて、「 ふ`れあい・いきいきサロン、は女性が中心
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だった。
｀
防災、を取 り上げたことで、男性陣の参加が得られた。その影響が大

きいのでは」と分析する。社協ワーカーからの働きかけ方を少し変えたことで、

住民が動き出したということだ。

■人が出会える場を増やす

現在、美馬市社協では地区社協をつくっていない。地区社協はできればいいと

思うが、今は自治会の地固めをしていくことが重要だと思っているという。市内

に337あ る自治会の会長さんには全員福祉委員を兼ねてもらっている。こうした

地盤を小地域ネットヮークとつなげていければと考えている。

地域福祉活動計画についても、平成18～ 19年度にかけて、策定に取り組んでい

る。市社協のものと、旧町村ごとの4地区で職員の担当制を敷いているので、そ

の4地区ごとにも計画づくりをすすめている。策定委員は、できるだけ住民主体

の委員構成を考えた。 4地区の策定委員はできるだけ団体の長ではなく、幅広い

層の方に入ってもらっている。市社協本体の計画は、13名 のメンバーのほかに、

各地区の策定委員会の委員長 1名 と副委員長 2名、計12名 、全体で25名 の委員構

成で取 り組んでいる。

旧町村ごとに担当職員を配置していることについて、佐和さんは次のように語

る。

「担当者が地域に入ると、その地域が変わるんです。社協の方針は、小さい単

位のコミュニティを再編するために、人が出会える場所を増やすことです。年に

1回 でも、 2回でも、クリスマス会などでもいい。
｀
防災、に対しては住民の意

識も高く、そのきっかけづくりとして申し分ないと思っています」

美馬市の自主防災組織づくりをテコにした福祉のまちづくりは、着実にすすん

でいるという思いを強く持った。
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